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韓
国
に
よ
る
竹
島
の
不
法
占
拠
正
当
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

竹
島
は
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
り
な
が
ら
韓
国
に
よ
る
不
法
占
拠
が
続
い
て
い
る
。
韓
国
は
こ
こ
最
近
、
竹
島
の
不
法

占
拠
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
問
題
行
動
を
頻
繁
に
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
昨
年
九
月
の
政
権
交
代
以
降
、
特
に
強
ま
っ
て
い

る
と
考
え
る
。

以
下
に
、
昨
年
九
月
以
降
の
竹
島
を
め
ぐ
る
韓
国
側
の
動
き
に
つ
い
て
十
の
事
例
を
挙
げ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

政
府
は
そ
の
事
実
を
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
把
握
し
て
い
る
な
ら
ば
、
国
民
に
向
け
て
そ
の
事
実
を
公
表
し
た
う
え
で
韓

国
側
に
抗
議
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
は
そ
れ
を
行
っ
た
か
。
各
事
例
ご
と
に
政
府
の
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

（
一
）

ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
改
修
工
事
に
つ
い
て

韓
国
が
竹
島
の
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
改
修
工
事
を
計
画
し
て
い
る
件
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
「
竹
島
問
題
に
つ
い
て
こ
れ

ま
で
日
本
政
府
が
行
っ
た
抗
議
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
一
七
四
回
国
会
質
問
第
三
四
四
号
、
平
成
二
十
二
年

四
月
二
日
提
出
）
で
も
お
尋
ね
し
た
が
、
改
め
て
伺
う
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
本
年
四
月
十
四
日
の
衆
議
院
外
務

委
員
会
に
お
い
て
鈴
木
外
務
委
員
長
が
、
政
府
が
「
累
次
の
機
会
に
」
韓
国
側
に
対
し
て
と
っ
た
対
応
の
内
容
を
明

一



ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
未
だ
政
府
側
か
ら
何
の
情
報
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
委
員
長

の
要
請
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
質
問
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
本
年
二
月
に
韓
国
側
が
工
事
を
発
注
し
た
と
の
報
道
が
あ
る
が
、
そ
の
後
の
進
捗
状

況
に
つ
い
て
政
府
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。
併
せ
て
伺
い
た
い
。

（
二
）

海
洋
科
学
基
地
の
建
設
に
つ
い
て

韓
国
が
竹
島
北
西
一
キ
ロ
の
地
点
に
海
洋
科
学
基
地
の
建
設
を
計
画
し
て
い
る
件
に
つ
い
て
。
（
一
）
と
同
様
、

こ
れ
も
「
竹
島
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
日
本
政
府
が
行
っ
た
抗
議
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
一
七
四
回
国
会

質
問
第
三
四
四
号
、
平
成
二
十
二
年
四
月
二
日
提
出
）
で
お
尋
ね
し
た
が
、
改
め
て
伺
う
。
こ
の
件
に
つ
い
て
も
鈴

木
外
務
委
員
長
の
要
請
を
踏
ま
え
た
上
で
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
年
九
月
に
韓
国
側
が
工
事
を
発
注
予
定
と
の
報
道
が
あ
る
が
、
そ
の
後
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て
政
府
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。
併
せ
て
伺
い
た
い
。

（
三
）

地
質
調
査
に
つ
い
て

韓
国
が
本
年
四
月
十
六
日
か
ら
五
月
十
日
に
か
け
て
竹
島
周
辺
海
域
（
海
洋
科
学
基
地
建
設
予
定
地
を
含
む
）
の

二



地
質
調
査
を
行
っ
た
件
に
つ
い
て
。

（
四
）

漁
業
人
宿
泊
所
の
改
築
工
事
に
つ
い
て

韓
国
が
竹
島
西
島
の
漁
業
人
宿
泊
所
を
改
築
し
、
従
来
の
二
倍
に
拡
張
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
件
に
つ
い

て
。
工
事
は
既
に
始
ま
っ
て
お
り
、
本
年
末
に
完
成
予
定
と
さ
れ
て
い
る
。

（
五
）

太
陽
光
発
電
設
備
の
竣
工
式
に
つ
い
て

韓
国
電
気
工
事
協
会
や
韓
国
民
間
企
業
に
よ
り
竹
島
に
太
陽
光
発
電
設
備
が
建
設
さ
れ
、
昨
年
末
に
は
完
成
し
、

本
年
六
月
十
六
日
に
竣
工
式
が
行
わ
れ
た
件
に
つ
い
て
。
こ
の
太
陽
光
発
電
設
備
に
よ
り
、
韓
国
側
が
設
置
し
た
灯

台
や
韓
国
の
「
独
島
警
備
隊
」
用
な
ど
、
竹
島
で
韓
国
側
が
使
用
す
る
電
力
の
三
十
〜
四
十
％
程
度
を
ま
か
な
う
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
六
）

竹
島－

鬱
陵
島
間
の
定
期
旅
客
船
の
就
航
に
つ
い
て

本
年
六
月
よ
り
鬱
陵
島
と
竹
島
の
間
に
定
期
旅
客
船
が
就
航
し
、
鬱
陵
島
を
巡
る
遊
覧
船
と
と
も
に
運
行
を
開
始

す
る
件
に
つ
い
て
。
定
期
旅
客
船
は
、
夏
は
一
日
二
回
、
冬
は
週
末
一
回
、
そ
の
他
の
時
期
は
一
日
一
回
往
復
す
る

計
画
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

三



ま
た
、
現
在
の
運
行
状
況
に
つ
い
て
政
府
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。
併
せ
て
伺
い
た
い
。

（
七
）

稚
ア
ワ
ビ
の
放
流
に
つ
い
て

韓
国
慶
尚
北
道
水
産
資
源
開
発
研
究
所
が
本
年
七
月
、
竹
島
近
海
に
固
有
種
の
稚
ア
ワ
ビ
一
万
匹
を
放
流
し
た
件

に
つ
い
て
。
減
少
を
続
け
て
い
る
固
有
種
の
復
元
と
併
せ
て
、
竹
島
近
海
の
貴
重
な
水
産
資
源
で
あ
る
ア
ワ
ビ
の
育

成
事
業
を
進
め
る
こ
と
で
不
法
占
拠
を
正
当
化
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
八
）

防
波
堤
の
建
設
に
つ
い
て

韓
国
が
竹
島
の
東
西
両
島
間
を
結
ぶ
五
百
メ
ー
ト
ル
規
模
の
防
波
堤
建
設
を
計
画
し
て
い
る
件
に
つ
い
て
。

（
九
）

竹
島
で
の
委
員
会
開
催
に
つ
い
て

韓
国
国
会
の
「
独
島
領
土
守
護
対
策
特
別
委
員
会
」
が
本
年
八
月
十
日
に
竹
島
で
委
員
会
を
行
う
件
に
つ
い
て
。

竹
島
で
韓
国
国
会
の
委
員
会
が
行
わ
れ
る
の
は
始
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
十
六
名
の
議
員
が
参
加
予
定
と
さ
れ
て
い

る
。

（
十
）

「
独
島
領
土
管
理
事
業
」
に
つ
い
て

上
記
の
海
洋
科
学
基
地
の
建
設
や
漁
業
人
宿
泊
所
の
改
築
等
が
盛
り
込
ま
れ
た
「
独
島
領
土
管
理
事
業
」
は
韓
国

四



政
府
に
よ
っ
て
二
〇
〇
八
年
九
月
に
確
定
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
自
民
党
政
権
下
で
は
実
施
に
移
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
事
例
を
見
て
分
か
る
通
り
、
こ
れ
が
昨
年
九
月
の
民
主
党
政
権
発
足
後
、
急
に

具
体
的
に
動
き
出
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
。

二

台
湾
の
教
科
書
の
「
独
島
」
「
竹
島
」
併
記
に
つ
い
て

台
湾
政
府
は
こ
の
ほ
ど
、
台
湾
の
教
科
書
に
「
独
島
」
「
東
海
」
と
い
う
名
称
を
、
「
竹
島
」
「
日
本
海
」
と
と
も
に
併

記
す
る
こ
と
を
決
め
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
台
湾
の
教
科
書
で
は
「
竹
島
」
「
日
本
海
」
と
い
う
表
記
が
大
多
数
で
あ
っ

た
が
、
在
台
湾
韓
国
代
表
部
の
要
請
を
受
け
て
、
台
湾
教
育
部
直
属
の
国
立
編
訳
館
が
併
記
を
決
定
し
た
と
い
う
。

本
件
に
つ
い
て
日
本
政
府
は
、
台
湾
政
府
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
措
置
を
行
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
後
の
状
況
を
ど
う

認
識
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

五


